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(57)【要約】
【課題】絶縁層を削除してなおかつ第１電極と第２電極
との絶縁性を確実に確保することが可能な有機エレクト
ロルミネッセンスディスプレイパネルを提供すること。
【解決手段】有機エレクトロルミネッセンス層７は、オ
ーバーハングする隔壁側面５ａの内側へ奥深くにまで入
り込んでいる。有機エレクトロルミネッセンス層７の幅
Ｗａは、隣接する隔壁５の対向する側面５ａ間の最小幅
Ｗｂよりも広くなっている。第２電極８の幅Ｗｃは、有
機エレクトロルミネッセンス層７の幅Ｗａよりも狭くな
っている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機エレクトロルミネッセンス材料の薄
膜からなる発光層を備えた有機エレクトロルミネッセン
ス素子をマトリックス状に配置した有機エレクトロルミ
ネッセンスディスプレイパネルであって、
第１電極が表面に平行なストライプ状に形成された基板
と、
前記第１電極上の所定位置に複数の前記有機エレクトロ
ルミネッセンス素子を形成するための領域を残して、前
記第１電極と交差する状態で設けられ、第１電極と対向
する側ほど側面間の幅が狭くなる逆テーパ状に形成され
た絶縁性の隔壁と、
前記領域上に形成された有機エレクトロルミネッセンス
層と、
前記有機エレクトロルミネッセンス層を覆うとともに、
平行なストライプ状に形成された第２電極とを備え、
前記有機エレクトロルミネッセンス層の幅が、隣接する
隔壁の対向する側面間の最小幅よりも広いとともに、第
２電極の幅が、有機エレクトロルミネッセンス層の幅よ
りも狭いことを特徴とする有機エレクトロルミネッセン
スディスプレイパネル。
【請求項２】  前記第２電極の側縁は隔壁の側面と非接
触状態となっている請求項１に記載の有機エレクトロル
ミネッセンスディスプレイパネル。
【請求項３】  前記第２電極の幅は、隣接する隔壁の対
向する側面間の最小幅とほぼ等しい請求項２に記載の有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。
【請求項４】  有機エレクトロルミネッセンス材料の薄
膜からなる発光層を備えた有機エレクトロルミネッセン
ス素子をマトリックス状に配置した有機エレクトロルミ
ネッセンスディスプレイパネルであって、
第１電極が表面に平行なストライプ状に形成された基板
と、
前記第１電極上の所定位置に複数の前記有機エレクトロ
ルミネッセンス素子を形成するための領域を残して、前
記第１電極と交差する状態で設けられ、第１電極と対向
する側ほど側面間の幅が狭くなる逆テーパ状に形成され
た絶縁性の隔壁と、
前記領域上に形成された有機エレクトロルミネッセンス
層と、
前記有機エレクトロルミネッセンス層を覆うとともに、
平行なストライプ状に形成された第２電極とを備えた有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネルの製造
方法において、
前記有機エレクトロルミネッセンス層は、有機エレクト
ロルミネッセンス材料供給源から飛ばされて来た有機エ
レクトロルミネッセンス材料が、隔壁が形成された基板
上において成膜することで形成されるものであって、こ
の有機エレクトロルミネッセンス層を形成するにあた
り、基板と有機エレクトロルミネッセンス材料供給源と*
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*を基板に垂直な軸線を中心として相対回転させるととも
に、有機エレクトロルミネッセンス材料供給源から基板
に向かう有機エレクトロルミネッセンス材料供給方向線
を基板に対して傾けるようにしたことを特徴とする有機
エレクトロルミネッセンスディスプレイパネルの製造方
法。
【請求項５】  前記有機エレクトロルミネッセンス材料
供給源は、基板及び／又は有機エレクトロルミネッセン
ス材料供給源の回転中心軸線の偏心位置に配置されてい
るとともに、有機エレクトロルミネッセンス材料供給方
向線は、回転中心軸線と基板との交点付近に向かってい
る請求項４に記載の有機エレクトロルミネッセンスディ
スプレイパネルの製造方法。
【請求項６】  前記有機エレクトロルミネッセンス層
は、真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング
の何れかの手法によって形成される請求項４又は５に記
載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル
の製造方法。
【請求項７】  前記第２電極は、第２電極材料供給源か
ら飛ばされて来た第２電極材料が、有機エレクトロルミ
ネッセンス層が形成された基板上において成膜すること
で形成されるものであって、この第２電極を形成するに
あたり、基板と第２電極材料供給源とを基板に垂直な軸
線を中心として相対回転させるとともに、第２電極材料
供給源から基板に向かう第２電極材料供給方向線の基板
に対する傾き度合を、有機エレクトロルミネッセンス材
料供給方向線の基板に対する傾き度合よりも小さくした
請求項４～６のいずれかに記載の有機エレクトロルミネ
ッセンスディスプレイパネルの製造方法。
【請求項８】  前記第２電極材料供給方向線は、基板に
対して垂直となっている請求項７に記載の有機エレクト
ロルミネッセンスディスプレイパネルの製造方法。
【請求項９】  前記第２電極は、真空蒸着、スパッタリ
ング、イオンプレーティングの何れかの手法によって形
成される請求項４～８のいずれかに記載の有機エレクト
ロルミネッセンスディスプレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル
ミネッセンス（以下、単に有機ＥＬという）材料の薄膜
からなる発光層を備えた有機ＥＬ素子をマトリックス状
に配置した有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方
法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】この種の有機ＥＬディスプレイパネル
は、第１電極（陽極）と第２電極（陰極）との間に有機
ＥＬ層が形成されている。有機ＥＬ層をマトリックス状
に配置した構成とするためには、有機ＥＬ層を真空蒸着
法により形成した後に、第２電極を第１電極と交差（一
般には直交）する平行なストライプ状に形成する必要が
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ある。
【０００３】しかし、有機ＥＬ材料は水分に弱いため、
ウエットプロセスであるフォトリソグラフ法により第２
電極を形成することはできず、一般に真空蒸着法により
形成されている。このとき、第１電極と第２電極との絶
縁性及び第２電極同士の絶縁性を確保するために、第２
電極と平行に延びる絶縁構造を設けることが行われてい
る。
【０００４】例えば、図６に示すように、特開平８－３
１５９８１号公報においては、基板４１上に平行に形成
された第１電極４２と直交する方向（図６の紙面と垂直
方向）に、絶縁層４３が形成されている。絶縁層４３の
上には、逆テーパ状の隔壁４４が形成されている。この
絶縁層４３及び隔壁４４によって、第１電極４２と第２
電極４６との絶縁性及び第２電極４６同士の絶縁性が確
保されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】ところが、図６に示す
従来公報の技術においては、絶縁性を確保するための構
成として、絶縁層４３及び隔壁４４の二層構造が用いら
れている。従って、有機ＥＬディスプレイパネルの構成
が複雑となり、コストが上昇する問題を生じていた。
【０００６】ここで、例えば、前述した絶縁構成から絶
縁層４３を削除できれば、有機ＥＬディスプレイパネル
のコスト上昇の問題を解消することができる。しかし、
絶縁層４３を削除した場合、従来の真空蒸着の手法を用
いた有機ＥＬ層４５の形成によっては、第１電極４２と
第２電極４６との絶縁性の確保が確実でない問題を生じ
ていた。
【０００７】すなわち、図７に示すように、従来の真空
蒸着の手法にあっては、基板４１をその表面に垂直な軸
線Ｌを中心として回転させている。そして、有機ＥＬ材
料供給源５１を、基板４１の回転中心軸線Ｌ上に配置す
るとともに基板４１に正対させ、この有機ＥＬ材料供給
源５１から基板４１に向けて有機ＥＬ材料を蒸発・飛散
させることで、基板４１上に有機ＥＬ層４５が成膜され
るようになっている。
【０００８】しかし、図７の技術においては、有機ＥＬ
材料供給源５１からの有機ＥＬ材料の多くが、基板４１
に対してその表面とほぼ垂直に飛来されることとなる。
従って、図６に示すように、有機ＥＬ材料を、オーバー
ハングする隔壁側面４４ａの内側へ奥深くにまで入り込
ませることができず、有機ＥＬ層４５を幅広く形成する
ことができなかった。また、有機ＥＬ材料供給源５１か
らの有機ＥＬ材料の全てが、基板４１に対して垂直に飛
来されるわけではないため、隔壁４４の陰に隠れる部分
の有機ＥＬ層４５、つまり有機ＥＬ層４５の側縁部付近
は非常に薄膜となってしまう。
【０００９】このため、有機ＥＬ層４５の上から、図７
と同様な手法を用いて第２電極材料を蒸着させると、蒸
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着のされかたのバラツキにより、有機ＥＬ層４５の薄く
なっている側縁部をはみ出して、第２電極４６が第１電
極４２に短絡してしまうおそれがあった。
【００１０】本発明の目的は、絶縁層を削除してなおか
つ第１電極と第２電極との絶縁性を確実に確保すること
が可能な有機ＥＬディスプレイパネル、及び有機ＥＬ層
を幅広く形成することが可能な有機ＥＬディスプレイパ
ネルの製造方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に請求項１の有機ＥＬディスプレイパネルにおいては、
有機ＥＬ層の幅が、隣接する隔壁の対向する側面間の最
小幅よりも広くされている。また、第２電極の幅が、有
機ＥＬ層の幅よりも狭くされている。つまり、有機ＥＬ
層の幅と第２電極の幅に、有機ＥＬ層の幅が大となる大
きな差がつけられている。従って、絶縁層を削除してな
おかつ第１電極と第２電極との絶縁性を確実に確保する
ことが可能となる。
【００１２】請求項２の発明は請求項１において、前記
第２電極の側縁は隔壁の側面と非接触状態となってい
る。従って、例えば、何らかの理由により、第２電極形
成工程にて第２電極材料が隔壁の側面に付着されたとし
ても、第２電極同士の絶縁性を確実に確保することが可
能となる。
【００１３】請求項３の発明は請求項２において、前記
第２電極の幅は、隣接する隔壁の対向する側面間の最小
幅とほぼ等しくなっている。従って、第１電極と第２電
極との絶縁性を確実に確保することと、第２電極同士の
絶縁性を確実に確保することとを高次元で両立すること
が可能となる。
【００１４】上記目的を達成するために、請求項４の有
機ＥＬディスプレイパネルの製造方法においては、有機
ＥＬ層を形成するにあたり、基板と有機ＥＬ材料供給源
とを基板に垂直な軸線を中心として相対回転させるとと
もに、有機ＥＬ材料供給源から基板に向かう有機ＥＬ材
料供給方向線を基板に対して傾けるようにした。
【００１５】従って、有機ＥＬ材料供給源からの有機Ｅ
Ｌ材料の多くが、基板に対して傾斜方向から飛来される
こととなる。その結果、有機ＥＬ材料を、オーバーハン
グする隔壁側面の内側へ奥深くにまで入り込ませること
ができ、有機ＥＬ層の幅を、隣接する隔壁の対向する側
面間の最小幅よりも広くすることができる。よって、絶
縁層を削除してなおかつ第１電極と第２電極との絶縁性
を確実に確保することに有利な構成を提供可能となる。
【００１６】請求項５の発明は請求項４において、前記
有機ＥＬ材料供給源は、基板及び／又は有機エレクトロ
ルミネッセンス材料供給源の回転中心軸線の偏心位置に
配置されているとともに、有機ＥＬ材料供給方向線は回
転中心軸線と基板との交点付近に向かっている。従っ
て、有機ＥＬ層の膜厚の均一化と有機ＥＬ層の幅広形成
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とを、高次元で両立することが可能となる。
【００１７】請求項６の発明は請求項４又は５におい
て、有機ＥＬ層の好適な形成手法について言及するもの
である。すなわち、前記有機ＥＬ層は、真空蒸着、スパ
ッタリング、イオンプレーティングの何れかの手法によ
って形成される。
【００１８】請求項７の発明は請求項４～６のいずれか
において、第２電極を形成するにあたり、基板と第２電
極材料供給源とを基板に垂直な軸線を中心として相対回
転させるとともに、第２電極材料供給源から基板に向か
う第２電極材料供給方向線の基板に対する傾き度合を、
有機ＥＬ材料供給方向線の基板に対する傾き度合よりも
小さくした。従って、第２電極材料が、オーバーハング
する隔壁側面の内側へ奥深くにまで入り込むことはほと
んどない。よって、第２電極の幅を、有機ＥＬ層の幅よ
りも確実に狭くすることができ、絶縁層を削除してなお
かつ第１電極と第２電極との絶縁性を確実に確保するこ
とにさらに有利となる。
【００１９】請求項８の発明は請求項７において、前記
第２電極材料供給方向線は、基板に対して垂直となって
いる。従って、第２電極材料が、オーバーハングする隔
壁側面の内側へ奥深くにまで入り込むことはなく、第２
電極の幅を、有機ＥＬ層の幅よりも、より確実に狭くす
ることが可能となる。
【００２０】請求項９の発明は請求項４～８のいずれか
において、第２電極の好適な形成手法について言及する
ものである。すなわち、前記第２電極は、真空蒸着、ス
パッタリング、イオンプレーティングの何れかの手法に
よって形成される。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施
形態について詳述する。
（有機ＥＬディスプレイパネル）図１（ａ）及び図１
（ｂ）に示すように、有機ＥＬディスプレイパネル１
は、基板としてのカラーフィルタ２の表面２ａに、透明
な樹脂製のオーバーコート層３が形成されている。オー
バーコート層３の上には、第１電極（陽極）４が複数、
平行なストライプ状に形成されている。第１電極４はＩ
ＴＯ（インジウム錫酸化物）等からなる。
【００２２】前記オーバーコート層３の上には、絶縁性
の隔壁５が、第１電極４上の所定位置に複数の有機ＥＬ
素子６を形成するための領域を残して、第１電極４と直
交する平行なストライプ状に形成されている。オーバー
コート層３の上には隔壁５に隣接して有機ＥＬ層７が形
成され、この有機ＥＬ層７の上に第２電極８（陰極）が
形成されている。
【００２３】前記有機ＥＬ層７は、図示しないが、第１
電極４側から順に、正孔注入層、正孔輸送層、発光層及
び電子輸送層の４層で構成されている。有機ＥＬ層７、
有機ＥＬ層７を挟んで両側に形成された第１電極４及び
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第２電極８により、両電極４，８間の電圧印加で有機Ｅ
Ｌ層７が発光する１個の有機ＥＬ素子６が構成されてい
る。なお、有機ＥＬ層７の各層は、周知の低分子有機Ｅ
Ｌ材料からなっている。
【００２４】前記第１電極４及び第２電極８は、それぞ
れ複数の平行なストライプ状に形成されているととも
に、互いに交差する状態に配設されている。このため、
有機ＥＬ素子６は、両電極４，８の交差部分においてカ
ラーフィルタ２の上にマトリックス状に配置されること
になる。有機ＥＬ層７の各層及び第２電極８は真空蒸着
法により形成されるため、それらが不要な隔壁５上にも
有機ＥＬ層７及び第２電極８と同じ層が形成されてい
る。
【００２５】前記隔壁５は、第２電極８と平行に延び、
第１電極４と対向する側ほど側面５ａ間の幅が狭くなる
逆テーパ状をなしている。隔壁５は、ネガ型のフォトレ
ジストにより形成されている。隔壁５は、その側面５ａ
とカラーフィルタ２の表面２ａとの交差角度θが４５°
以上でかつ７０°未満となっている。隔壁５の側面５ａ
とカラーフィルタ２の表面２ａとの交差角度θを４５°
以上とすることで、隔壁５を逆テーパ状に形成すること
が容易となる。また、交差角度θを７０°未満とするこ
とで、隣接する有機ＥＬ素子６の第２電極８同士の絶縁
性を確実に確保できる。
【００２６】そして、前記有機ＥＬ層７は、オーバーハ
ングする隔壁側面５ａの内側へ奥深くにまで入り込んで
いる。従って、有機ＥＬ層７の幅Ｗａは、隣接する隔壁
５の対向する側面５ａ間の最小幅Ｗｂつまり対向する側
面５ａの上端縁間の幅Ｗｂよりも広くなっている。特
に、本実施形態において有機ＥＬ層７は、その側縁７ａ
が隔壁５の側面５ａに接触するまで幅Ｗａが広くされて
いる。また、第２電極８の幅Ｗｃは、有機ＥＬ層７の幅
Ｗａよりも狭く、本実施形態においては、隣接する隔壁
５の対向する側面５ａ間の最小幅Ｗｂとほぼ同じとなっ
ている。従って、第２電極８の側縁８ａは、隔壁５の側
面５ａと非接触状態となっている。
【００２７】（有機ＥＬディスプレイパネルの製造方
法）先ず、カラーフィルタ２の表面２ａ全体に、オーバ
ーコート層３が形成される。オーバーコート層３は、例
えば、着色されていない透明なネガ型のフォトレジスト
溶液を塗布、硬化させることで形成される。
【００２８】次に、パターニング工程において、オーバ
ーコート層３の上に、有機ＥＬ層７を形成すべき位置と
対応する箇所に、複数の第１電極４がストライプ状に形
成される。第１電極４は真空蒸着により形成される。
【００２９】次に、隔壁形成工程により、第１電極４上
の所定位置に有機ＥＬ素子６を形成するための領域を残
すようにして、隔壁５が第１電極４と直交するストライ
プ状に形成される。隔壁５は、通常のネガ型のフォトレ
ジストを使用したフォトリソグラフ法により形成され
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7
る。
【００３０】次に、隔壁５が良く乾燥された後、有機Ｅ
Ｌ層形成工程により、有機ＥＬ層７の各層が形成され
る。有機ＥＬ層７は真空蒸着により形成される。有機Ｅ
Ｌ層７を形成する際は、マスキングなしで真空蒸着が行
われるため、有機ＥＬ層７を形成する必要のない隔壁５
の上にも有機ＥＬ層７が形成される。
【００３１】図２は、有機ＥＬ層７の各層の形成に用い
られる真空蒸着装置を示す模式図である。この図に示す
ように、真空槽２１内には、保持装置２２と、有機ＥＬ
材料供給源２３が収容配置されている。保持装置２２
は、表面２ａが下側となるようにカラーフィルタ２を保
持するとともに、カラーフィルタ２をその表面２ａに垂
直な軸線Ｌを中心として回転させる。有機ＥＬ材料供給
源２３は、有機ＥＬ材料をタングステンフィラメント等
の熱源により加熱して蒸発させる周知の加熱部２３ａを
有している。従って、有機ＥＬ材料供給源２３にて蒸発
され、材料出口２３ｂを介して飛び出した有機ＥＬ材料
が、カラーフィルタ２の上に飛来しそして成膜すること
で、有機ＥＬ層７が形成されることとなる。
【００３２】そして、前記有機ＥＬ材料供給源２３のカ
ラーフィルタ２に向かう材料出口２３ｂが、カラーフィ
ルタ２の表面２ａに対して傾けられている。従って、材
料出口２３ｂが向かう方向たる有機ＥＬ材料供給方向線
Ｓａは、カラーフィルタ２の表面２ａに対して傾けられ
ている。有機ＥＬ材料供給方向線Ｓａとカラーフィルタ
２の表面２ａとの間がなす角度αは、９０°未満となっ
ている。特に、本実施形態において有機ＥＬ材料供給源
２３（材料出口２３ｂ）は、カラーフィルタ２の回転中
心軸線Ｌの偏心位置に配置されているとともに、有機Ｅ
Ｌ材料供給方向線Ｓａは、回転中心軸線Ｌとカラーフィ
ルタ２の表面２ａとの交点Ｘ付近に向かっている。
【００３３】従って、図２の拡大円中に矢印で示すよう
に、有機ＥＬ材料供給源２３からの有機ＥＬ材料の多く
が、カラーフィルタ２に対して傾斜方向から飛来される
こととなる。よって、有機ＥＬ材料が、オーバーハング
する隔壁側面５ａの内側へ奥深くにまで入り込み、有機
ＥＬ層７は、その幅Ｗａが隣接する隔壁５の対向する側
面５ａ間の最小幅Ｗｂよりも広く形成されることとな
る。
【００３４】次に、第２電極形成工程により、有機ＥＬ
層７を覆うとともに、第１電極４と直交する平行なスト
ライプ状の第２電極８が形成される。第２電極８は、Ａ
ｌ（アルミニウム）を真空蒸着することにより形成され
る。Ａｌを蒸着する際もマスキングなしで行われるた
め、第２電極８を形成する必要のない隔壁５上にもＡｌ
被膜が形成され、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示す状態
となる。有機ＥＬ層７及び第２電極８は隔壁５の上にも
形成されるが、有機ＥＬ層７のうち表示部として機能す
る部分は隣接する隔壁５間に位置する平面部分１０であ
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り、隔壁５と対応する部分は表示機能は必要としない。
【００３５】図３は、第２電極８の形成に用いられる真
空蒸着装置を示す模式図である。この真空蒸着装置は、
保持装置２２と材料供給源２４（ａ加熱部、ｂ材料出
口）との位置関係以外は、有機ＥＬ層７の形成に用いら
れる真空蒸着装置（図２参照）とほぼ同様な構成を有す
る。
【００３６】すなわち、第２電極材料供給源２４は、カ
ラーフィルタ２の回転中心軸線Ｌ上において、材料出口
２４ｂがカラーフィルタ２の表面２ａに正対するように
して配置されている。つまり、第２電極材料供給源２４
からカラーフィルタ表面２ａに向かう第２電極材料供給
方向線Ｓｂは、カラーフィルタ２の表面２ａに対して垂
直となっているとともに、回転中心軸線Ｌとカラーフィ
ルタ２の表面２ａとの交点Ｘ付近に向かっている。従っ
て、第２電極材料供給方向線Ｓｂとカラーフィルタ２の
表面２ａとの間がなす角度βは、有機ＥＬ材料供給方向
線Ｓａとカラーフィルタ２の表面２ａとの間がなす角度
αよりも大きく、本実施形態においては９０°となって
いる。言い換えれば、第２電極材料供給方向線Ｓｂのカ
ラーフィルタ表面２ａに対する傾き度合は、有機ＥＬ材
料供給方向線Ｓａのカラーフィルタ表面２ａに対する傾
き度合よりも小さくなっている。
【００３７】従って、図３の拡大円中に矢印で示すよう
に、第２電極材料供給源２４からの第２電極材料の多く
が、カラーフィルタ２に対してほぼ垂直に飛来されるこ
ととなる。よって、第２電極材料が、オーバーハングす
る隔壁側面５ａの内側へ奥深くにまで入り込むことはな
く、第２電極８は、その幅Ｗｃが隣接する隔壁５の対向
する側面５ａ間の最小幅Ｗｂとほぼ同じに形成されるこ
ととなる。
【００３８】上記構成の本実施形態においては次のよう
な効果を有する。
（１）有機ＥＬディスプレイパネル１においては、有機
ＥＬ層７の幅Ｗａが、隣接する隔壁５の対向する側面５
ａ間の最小幅Ｗｂよりも広く、かつ第２電極８の幅Ｗｃ
が、有機ＥＬ層７の幅Ｗａよりも狭くなっている。つま
り、有機ＥＬ層７の幅Ｗａと第２電極８の幅Ｗｃに、有
機ＥＬ層７の幅Ｗａが大となる大きな差がつけられてい
る。従って、従来公報の技術（図６参照）のように絶縁
層４３を用いることなく、有機ＥＬ層７を介した第１電
極４と第２電極８との絶縁性を確実に確保することが可
能となる。よって、絶縁性を確保するための構成として
は、隔壁５の一層構造でよく、有機ＥＬディスプレイパ
ネル１の低コスト化を図り得る。
【００３９】（２）第２電極８の側縁８ａは、隔壁５の
側面５ａと非接触状態にある。従って、例えば、何らか
の理由により、第２電極形成工程にて第２電極材料が隔
壁５の側面５ａに付着されたとしても、第２電極８同士
の絶縁性を確実に確保することができる。
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【００４０】（３）第２電極８の幅Ｗｃは、隣接する隔
壁５の対向する側面５ａ間の最小幅Ｗｂとほぼ等しい。
従って、第１電極４と第２電極８との絶縁性を確実に確
保することと、第２電極８同士の絶縁性を確実に確保す
ることとを高次元で両立することが可能となる。
【００４１】（４）有機ＥＬ層形成工程においては、有
機ＥＬ材料供給方向線Ｓａがカラーフィルタ２の表面２
ａに対して傾けられている。従って、有機ＥＬ材料を、
オーバーハングする隔壁側面５ａの内側へ奥深くにまで
入り込ませることができ、有機ＥＬ層７の幅Ｗａを、隣
接する隔壁５の対向する側面５ａ間の最小幅Ｗｂよりも
広くすることができた。よって、絶縁層４３（図６参
照）を削除してなおかつ第１電極４と第２電極８との絶
縁性を確実に確保することに有利な構成を提供でき、ひ
いては有機ＥＬディスプレイパネル１の低コスト化を図
り得る。
【００４２】（５）有機ＥＬ層形成工程においては、有
機ＥＬ材料供給源２３がカラーフィルタ２の回転中心軸
線Ｌの偏心位置に配置されているとともに、有機ＥＬ材
料供給方向線Ｓａが回転中心軸線Ｌとカラーフィルタ２
の表面２ａとの交点Ｘ付近に向かっている。従って、有
機ＥＬ層７の膜厚の均一化と有機ＥＬ層７の幅広形成と
を、高次元で両立することができる。
【００４３】（６）第２電極形成工程において第２電極
材料供給方向線Ｓｂは、有機ＥＬ材料供給方向線Ｓａと
比較して、カラーフィルタ２の表面２ａに対する傾き度
合が小さくなっている。従って、第２電極８の幅Ｗｃ
を、有機ＥＬ層７の幅Ｗａよりも確実に狭くすることが
でき、絶縁層４３を削除してなおかつ第１電極４と第２
電極８との絶縁性を確実に確保することにさらに有利な
構成を提供できる。特に、本実施形態においては、第２
電極材料供給源２４の材料出口２４ｂがカラーフィルタ
２の表面２ａに正対されている。従って、第２電極８の
幅Ｗｃを、有機ＥＬ層７の幅Ｗａよりもより確実に狭く
することができる。
【００４４】本発明の趣旨から逸脱しない範囲で、例え
ば以下の態様でも実施可能である。
・上記実施形態を変更し、以下に詳述するように、有機
ＥＬ層７の各層をスパッタリング又はイオンプレーティ
ングの手法を用いて形成すること。これらの態様におい
ても、上記実施形態と同様な効果を奏する。なお、以下
においては、上記実施形態（真空蒸着装置（図２参
照））との相違点についてのみ説明し、同一又は相当部
材には同じ番号を付して説明を省略する。
【００４５】図４に示すように、スパッタリングは、真
空槽２１内に少量の不活性ガスを注入した状態で、カラ
ーフィルタ２側の陽極３０と有機ＥＬ材料供給源３１の
陰極３１ａとの間でグロー放電を行う。すると、有機Ｅ
Ｌ材料たる陰極（ターゲット）物質が材料出口３１ｂを
介して叩出され、この叩出された物質が付着して有機Ｅ
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Ｌ層７が形成される。
【００４６】図５に示すように、イオンプレーティング
は、真空槽２１内に反応性ガスを注入した状態で、熱電
子発生陰極３５によって、ガスをイオンと電子に分離し
たプラズマを発生させる。有機ＥＬ材料供給源３６は、
加熱部３６ａにおいて電子ビームにより有機ＥＬ材料を
加熱して蒸発させる。有機ＥＬ材料供給源３６の材料出
口３６ｂから飛び出した有機ＥＬ材料の蒸発粒子及びガ
スは、プラズマ中でイオンとなり化学反応を促進する。
イオンとなった有機ＥＬ材料の粒子及びガスは、マイナ
ス電子の加えられたカラーフィルタ２へ加速され、高エ
ネルギーで衝突して有機ＥＬ層７が形成される。
【００４７】なお、有機ＥＬ層７をイオンプレーティン
グによって形成する場合、有機ＥＬ材料供給源３６から
飛び出された有機ＥＬ材料（イオン）に電圧を印加する
ことでその方向を転換させ、有機ＥＬ材料供給方向線Ｓ
ａを途中で曲げるようにしてもよい。この場合、有機Ｅ
Ｌ材料供給源３６は、その材料出口３６ｂがカラーフィ
ルタ２の表面２ａと正対される配置（例えば図３の第２
電極材料供給源２４と同様な配置）としても、結果とし
て有機ＥＬ材料供給方向線Ｓａは、カラーフィルタ２の
表面２ａに対して傾けられることとなる。
【００４８】・上記実施形態を変更し、第２電極８をス
パッタリング又はイオンプレーティングの手法を用いて
形成すること。
・上記実施形態を変更し、有機ＥＬ層７の各層を高分子
有機ＥＬ材料により形成すること。この場合、有機ＥＬ
層７の各層の形成に、インクジェット又はスプレーの手
法を用いてもよい。
【００４９】・上記実施形態を変更し、第２電極８を形
成するにあたり、第２電極材料供給方向線Ｓｂを、カラ
ーフィルタ２の表面２ａに対して傾けること。この場合
においても、第２電極材料供給方向線Ｓｂのカラーフィ
ルタ表面２ａに対する傾き度合を、有機ＥＬ材料供給方
向線Ｓａのカラーフィルタ表面２ａに対する傾き度合よ
りも小さく（α＜β）設定するとよい。
【００５０】・上記実施形態を変更し、有機ＥＬ層７及
び／又は第２電極８を形成するにあたり、カラーフィル
タ２ではなく材料供給源２３，２４を、軸線Ｌを中心と
して回転させること。
【００５１】・上記実施形態を変更し、有機ＥＬ層７及
び／又は第２電極８を形成するにあたり、カラーフィル
タ２及び材料供給源２３，２４の両方を、軸線Ｌを中心
として回転させること。この場合、カラーフィルタ２の
回転方向と材料供給源２３，２４の回転方向を逆とす
る。或いは、カラーフィルタ２の回転方向と材料供給源
２３，２４の回転方向を同じとするとともに、カラーフ
ィルタ２の回転速度と材料供給源２３，２４の回転速度
を異ならせる。
【００５２】上記実施形態から把握できる技術的思想に
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ついて記載する。
（１）前記隔壁の側面と基板との交差角度は、４５°以
上でかつ７０°未満である請求項１～３のいずれかに記
載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【００５３】（２）前記有機ＥＬ層の側縁は隔壁の側面
と接触されている請求項１～３のいずれか又は前記技術
的思想（１）に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
（３）前記「有機ＥＬ材料供給源から基板に向かう有機
ＥＬ材料供給方向線を基板に対して傾ける」とは、有機
ＥＬ材料供給源の材料出口を基板に対して傾けることで
ある請求項４に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製
造方法。
【００５４】（４）前記「第２電極材料供給源から基板
に向かう第２電極材料供給方向線の基板に対する傾き度
合を、有機ＥＬ材料供給方向線の基板に対する傾き度合
よりも小さくする」とは、第２電極材料供給源の材料出
口の基板に対する傾き度合を、有機ＥＬ材料供給源の材
料出口の基板に対する傾き度合よりも小さくすることで
ある請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製
造方法。
【００５５】（５）請求項４～９のいずれか又は前記技
術的思想（３）或いは（４）に記載の有機ＥＬディスプ
レイパネルの製造方法を、有機ＥＬディスプレイパネル
の製造装置として把握すること。
【００５６】
【発明の効果】上記構成の本発明によれば、絶縁層を削*
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*除してなおかつ第１電極と第２電極との絶縁性を確実に
確保することが可能となり、有機ＥＬディスプレイパネ
ルの低コスト化を図り得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  （ａ）は一実施形態の有機ＥＬディスプレイ
パネルの概略部分斜視図、（ｂ）は部分模式断面図。
【図２】  有機ＥＬ層形成工程を示す模式図。
【図３】  第２電極形成工程を示す模式図。
【図４】  別例の有機ＥＬ層形成工程を示す模式図。
【図５】  別の別例の有機ＥＬ層形成工程を示す模式
図。
【図６】  従来技術の有機ＥＬディスプレイパネルの部
分模式断面図。
【図７】  従来技術の有機ＥＬ層形成工程を示す模式
図。
【符号の説明】
１…有機ＥＬディスプレイパネル、２…基板としてのカ
ラーフィルタ、２ａ…カラーフィルタの表面、４…第１
電極、５…隔壁、５ａ…隔壁の側面、６…有機ＥＬ素
子、７…有機ＥＬ層、８…第２電極、８ａ…第２電極の
側縁、２３…有機ＥＬ材料供給源、２４…第２電極材料
供給源、Ｌ…回転中心軸線、Ｓａ…有機ＥＬ材料供給方
向線、Ｓｂ…第２電極材料供給方向線、Ｗａ…有機ＥＬ
層の幅、Ｗｂ…隣接する隔壁の対向する側面間の最小
幅、Ｗｃ…第２電極の幅、Ｘ…回転中心軸線とカラーフ
ィルタとの交点。

【図２】 【図３】

【図６】



(8) 特開２００３－２１７８４７
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